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平成 31年度 第 5回 機械流通委員会議事録 

開催日時 令和 2年 1月 21日（火）午後 2時 30分から 

開催場所 東北遊技機商業協同組合 会議室 

 

第 1 号議案 回胴遊商東北支部との合同によるリサイクル施設の視察に関する件 

本日、視察日を決定する予定であったが、回胴遊商より視察先の㈲エム･アール･アイ･ジャ

パンからの回答が 1 月 24 日になるとの報告があり、本日は移動日程等の確認のみとされた。

回胴遊商より、視察日程の提案がありしだい各委員へ電子連絡網により報告する。 

決定事項は、 

⑴ 宿泊先 アートホテル青森(旧ワシントン)予定 

⑵ 事前打合せ会 視察前日青森市内（午後 6 時頃より） 

⑶ 視察場所への移動 山内副委員長･大久保委員･最上委員の自家用車にて 

（回胴遊商同行者含む） 

⑷ 解散 視察終了後とする 

⑸ 回胴遊商からの同行者 3 名（予想） 

ⅰ 田苗幸治（リサイクル･環境副委員長(理事･支部長)）･･･㈱ユーギシステム 

ⅱ 渡部 修（リサイクル･環境委員）･･･㈱ワタベ産業 

ⅲ 杉本信夫（リサイクル･環境委員）･･･㈲ユーテック 

 

第 2 号議案 ホール取扱主任者の役割拡充に関する件 

中古機流通協議会より全商協を介し、全日遊連(ﾎｰﾙ団体)･日遊協･全商協･回胴遊商の 4 団

体において「ホール取扱主任者」の役割拡充について協議した結果の文書が届き、令和 2 年 1

月 17 日付け東北遊商発第 6 号により組合員各位へ下記の概要を含め通知をおこなった。主と

する内容は、下記のとおり。 

⒈  令和 2 年 3 月 1 日以降、以下の書類の作成業務等について、ホール取扱主任者が、管理

者の代行として行うことができる。 

⑴ 「中古遊技機確認書」の作成及び署名 

⑵  中古遊技機の点検確認時の立会い及び｢中古ぱちんこ遊技機等点検確認受渡書

(正)(副)｣への署名･押印 

⑶  中古遊技機の受領又は保全措置を解除した際の｢保管･納品確認書｣への署名 

⑷ 「認定申請 遊技機点検確認依頼書」の作成及び押印 

⑸  認定遊技機の点検確認時の立会い及び「認定申請 ぱちんこ遊技機等点検確認済書」

への署名･押印 

⒉  経過措置として、従来の別記様式を令和 2 年 3 月 1 日以降、ホール取扱主任者が作成及

び署名･押印等を行う際は、管理者に関連する項目である「管理者」、「管理者番号」等を

取り消し線で消し、改正後の別記様式と同様に「ホール取扱主任者」、「遊技機取扱主任

者番号」等を手書きで記入して利用することを認める。 
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第 3 号議案 申請書類の誤り等が著しく多い販社へ対しての注意喚起に関する件 

組合に申請された書類の誤り等について、事務局は回数及び内容等を集約している。 

各販社代表者が、自社の誤り等を把握いただくことを目的とし、著しく誤りが多い販社へ対

しての注意喚起を行う上での、基準及び注意喚起方法等について討議された。 

状況の報告(開示)は、各販社の個人情報であるので委員会では公表はおこなわないことと

し、次回の委員会において、不備の詳細を確認しペナルティや通知方法等を再度討議する。 

 

第 4 号議案 新 QRシステムについての意見調査に関する件 

新 QR システムの運用が、令和元年 10 月 15 日より開始され各販社より問題等が無いかを書

面解答式で意見を伺うか否かを検討した。事務局より、運用開始当初は手引きを良く確認しな

いまま数社より問合せはあったが、11 月中旬頃からは確認のための問合せとして、ごくたま

にあるのが現状である報告があり、意見を伺うことは不要とされた。 

委員より、退職者が出た際のシステム変更(抹消)について質問があり次回報告する。 

 

第 5 号議案 新規「取扱主任者」講習会及び中古遊技機新規取扱「販社」講習会に関する件 

⒈  12 月度の新規取扱販社講習会への受講希望は 1 名、11 月度の実技試験で不合格であった

者 1 名及び、中古遊技機新規取扱「販社講習」を希望された㈱フォレスト社へ対して、12 月

13 日に合同による講習会を開催した。講師として大久保･柳両委員の基開催し、取扱主任者

2 名及びフォレスト社からの 2 名全員基準を満たしことにより合格とされた。 

次に、事務局より 1 月 17 日に開催された定例理事会においての報告があり、フォレスト

社の中古遊技機取扱業務についての是非が問われ、同理事会において満場一致で承認され

た。理事会の承認を受けたことにより、携帯端末等の登録を進めている報告があった。 

⒉  1 月度の新規「取扱主任者」講習会への希望は「0 名」であった。 

⒊  2 月度は、1 月 20 日現在「0 名」である。希望があった際は、ローテーションの柳委員の

基開催となる。 

⒋  実機試験用遊技機について、新要件機を 5 台購入することが了承された。遊技機の手配

を㈱廣村商事の柳委員にお願いし、3 月の講習会より使用出来るよう準備を進める。型式及

び見積りを次回委員会へ提出いただく。 

  平成 31 年度「新規」取扱主任者講習会     2019/12/13 現在 

№ 開催日 開催場所 講 師 販社数 受講者数 合格者数 不合格者数 

1 5 月 14 日 東北遊商会議室 柳 1 1 1 - 

2 9 月 13 日 東北遊商会議室 大久保･柳 1 1 1 - 

3 11 月 15 日 東北遊商会議室 大久保 2 2 1 1 

4 12 月 13 日 東北遊商会議室 柳･大久保 1 1 1(他 1 名)  

          5     
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第 6 号議案 設置外の中古ぱちんこ遊技機への部品発注に関する件 

⒈ 11 月度は「0 台」、12 月度は「4 社･5 台」であった。 

⒉ 1 月度は、1 月 20 日現在「0 台」である。 

⒊ 全国の状況は、下表のとおり。 

 

第 7 号議案 その他 

1 保全措置用のビニール袋について 

平成 30 年に、東北遊商から全商協へ新たなビニール袋製造業者の提案をし、平成 30 年

11 月 14 日に開催された全商協第 6 回定例理事会で討議され、それ以降何の進展もないこと

により、委員長より全商協佐々木機械流通委員長へその後の進捗問合せをしていただくこ

とが了承された。 

2 保全措置用のビニール袋の使用について 

委員より、使用済みの袋を廃棄するにあたり、業者に拒否されている状況である報告があ

った。保全袋は、環境にはマイナスであるので、今後何らかの対策を講じなければならない。 

以上 

 


